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に
該
当
す
る
世
帯
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
ぞ
れ
国
民
健
康
保
険
料
の
負

担
を
緩
和
す
る
措
置
が
あ
り
ま
す
。

条
件
①　

75
歳
以
上
の
人
（
国
民
健

康
保
険
の
被
保
険
者
）
が
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
移
行
す
る
世

帯
で
、
75
歳
未
満
の
人
が
、
引

き
続
き
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
こ
と
に
な
る
場
合

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し

た
人
も
、
５
年
間
は
、
国
民
健

康
保
険
の
加
入
者
数
に
含
め
、

軽
減
判
定
を
行
い
ま
す
。

・
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
が

１
人
に
な
る
場
合
は
、
５
年
間

は
「
世
帯
割
額
」
の
み
半
額
に

な
り
ま
す
。

条
件
②　

75
歳
以
上
の
人
（
会
社
の

健
康
保
険
な
ど
被
用
者
保
険
の
被
保

険
者
）
が
、
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
人
の
被
扶
養
者
（
65
〜
74

歳
）
が
、
新
た
に
国
民
健
康
保
険

に
加
入
す
る
こ
と
に
な
る
場
合

・
申
請
に
よ
り
２
年
間
保
険
料
の
減

免
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

※
被
保
険
者
証
用
の
カ
ー
ド
ケ
ー

ス
を
、

保
険
年
金
課
、
支
所
・
各

出
張
所
、
市
内
の
病
院
・
医
院
に

備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。
希
望
す

る
人
は
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
☎

30-

６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
21-

２
２
２
０
番　

保
険
料
の
不
適
切
な
取
り
扱
い
の

再
発
を
防
ぐ
た
め
、
平
成
20
年
５

月
か
ら
、
原
則
と
し
て
、
社
会
保

険
事
務
所
窓
口
で
の
国
民
年
金
保

険
料
の
現
金
領
収
を
廃
止
し
ま
し

た
。

　

な
お
、
社
会
保
険
事
務
所
か
ら

国
民
年
金
保
険
料
の
督
促
を
し
た

場
合
な
ど
は
、
当
分
の
間
、
社
会

保
険
事
務
所
窓
口
で
の
納
付
を
受

け
付
け
ま
す
。

現
役
加
入
者
に
も

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」
を
送
リ
ま
す

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
現
在
、
基

礎
年
金
番
号
に
よ
る
記
録
以
外
に
、

ほ
か
の
年
金
記
録
を
お
持
ち
の
可

能
性
が
少
な
い
人
に
も
、「
ね
ん
き

ん
特
別
便
」
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
か
ら
の
年
金
受
給
者
に
続

き
、
６
月
か
ら
10
月
に
か
け
て
、

現
役
加
入
者
に
も
「
ね
ん
き
ん
特

別
便
」
を
送
付
し
ま
す
。

　

お
手
元
に
「
ね
ん
き
ん
特
別
便
」

が
届
い
た
場
合
は
、
自
分
の
年
金

記
録
に
記
載
漏
れ
や
誤
り
が
な
い

か
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。

　

な
お
、
記
載
漏
れ
や
誤
り
が
な

い
場
合
も
、
必
ず
回
答
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

彦
根
社
会
保

険
事
務
所
国
民
年
金
業
務
課
☎ 

23-

１
１
１
４
番

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は

６
月
中
に
現
況
届
を

　

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し

て
い
る
人
に
、
家
庭
生
活
の
安
定

と
、
児
童
の
健
全
な
育
成
に
役
立

て
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
支
給
さ

れ
る
手
当
で
す
。

　

現
在
、
児
童
手
当
の
支
給
を
受

け
て
い
る
人
で
、
現
況
届
の
提
出

が
必
要
な
人
に
は
、
６
月
１
日
以

降
に
現
況
届
の
用
紙
を
送
り
ま
す
。

必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
６
月
30

日
㈪
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
児
童
手
当
制
度
の
詳
し

い
内
容
に
つ
い
て
は
、「
広
報
ひ
こ

ね
」
５
月
15
日
号
12
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

現
況
届
の
提
出
先　

保
険
年
金

課
、
支
所
・
各
出
張
所

問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
☎

30-

６
１
３
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

窓
口
で
の
国
民
年
金
保
険
料
の

領
収
を
廃
止
し
ま
し
た

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
郵
便
局
や

金
融
機
関
で
の
納
付
の
ほ
か
、
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ク
レ
ジ

ッ
ト
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
国
民
年

金
保
険
料
の
納
付
を
導
入
し
て
き

ま
し
た
。

　

今
後
、
こ
れ
ら
の
納
付
方
法
を

促
進
す
る
と
と
も
に
、
国
民
年
金

携
帯
電
話
に
よ
る
１
１
９
番
通
報

携
帯
電
話
位
置
情
報
シ
ス
テ
ム
を

導
入
し
ま
す

　

消
防
本
部
で
は
、
７
月
１
日
㈫

か
ら
、
携
帯
電
話
で
１
１
９
番
通

報
が
あ
っ
た
場
合
に
、
音
声
と
あ

わ
せ
て
、
通
報
者
の
発
信
位
置
に

関
す
る
情
報
を
、
消
防
本
部
指
令

室
に
送
信
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
を
導

入
し
ま
す
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、

消
防
本
部
指
令
室
の
モ
ニ
タ
ー
に

表
示
さ
れ
る
地
図
上
に
、
通
報
者

の
位
置
が
表
示
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
、
位
置
情
報

を
送
信
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ

う
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

・
位
置
情
報
を
送
信
で
き
る
携
帯
電

話
は
、
高
速
デ
ー
タ
通
信
が
可

能
な
「
第
３
世
代
携
帯
」
が
対

象
で
す
。

・
対
象
と
な
る
携
帯
電
話
で
あ
っ
て

も
、
自
分
の
番
号
を
相
手
に
通

知
し
な
い
設
定
を
し
た
電
話
か

ら
の
通
報
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
位
置
情
報
は
伝
え
ら
れ

ま
せ
ん
。

・
携
帯
電
話
の
位
置
情
報
の
精
度

は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
（
全
地
球
測
位
シ

ス
テ
ム
）
機
能
の
有
無
な
ど
、

携
帯
電
話
の
機
能
な
ど
の
条
件

に
よ
っ
て
、
誤
差
が
生
じ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

携
帯
電
話
か
ら
１
１
９
番

通
報
す
る
と
き
の
注
意

①
火
災
や
事
故
な
ど
、
災
害

が
発
生
し
た
場
所
を
必
ず

確
認
し
、
そ
の
場
所
を
伝

え
て
く
だ
さ
い
。
場
所
が

分
か
ら
な
い
場
合
は
、
近

く
の
公
衆
電
話
か
、
一
般

電
話
か
ら
通
報
し
て
く
だ

さ
い
。

②
自
動
車
な
ど
を
運
転
中
に
、

災
害
を
発
見
し
た
場
合
は
、

必
ず
安
全
な
と
こ
ろ
に
停

車
し
て
か
ら
通
報
し
て
く

だ
さ
い
。

③
電
波
の
状
態
が
悪
く
、
途

中
で
切
れ
た
場
合
は
、
場

所
を
変
え
て
も
う
一
度
掛

け
直
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
通
報
後
も
こ
ち
ら
か

ら
電
話
す
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
の
で
、
携
帯
電
話
の

電
源
を
切
ら
な
い
で
く
だ

さ
い
。

④
電
話
番
号
の
通
知
設
定
を

し
て
お
く
と
と
も
に
、
自

分
の
携
帯
電
話
の
電
話
番

号
は
言
え
る
よ
う
に
し
て

お
い
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先　

消
防
本
部
指

令
室
☎
22-

０
１
１
９
番
（
内
線

１
９
１
番
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
27-

０
１
１

９
番

国
民
健
康
保
険
制
度
が

変
わ
り
ま
す

後
期
高
齢
者
（
長
寿
）
医
療
制
度

　

75
歳
以
上
の
人
を
対
象
と
し
た

医
療
保
険
制
度
が
改
正
さ
れ
、
４

月
か
ら
、
後
期
高
齢
者
（
長
寿
）

医
療
制
度
（
以
下
「
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
」）
が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の

制
度
に
か
か
る
医
療
費
は
、
被
保

険
者
（
75
歳
以
上
の
人
）
が
納
め
る
保

険
料
と
、
国
民
健
康
保
険
や
社
会

保
険
な
ど
、
ほ
か
の
健
康
保
険
の

被
保
険
者
（
75
歳
未
満
の
人
）
か
ら
の

一
部
支
援
金
で
賄
わ
れ
ま
す
。
こ

の
た
め
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
皆
さ
ん
に
も
、
後
期
高
齢

者
支
援
金
と
し
て
保
険
料
を
負
担

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
料
の

「
特
別
徴
収
」
を
実
施
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
の
制
度
改
正
に

と
も
な
い
、
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者
全
員
が
、
65
歳
以
上
75
歳

未
満
の
世
帯
で
、
一
定
の
要
件
に

該
当
す
る
世
帯
主
の
人
に
対
し
て
、

10
月
か
ら
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴

収
（
引
き
去
り
）
を
実
施
し
ま
す
。

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
創
設
に
よ
る

国
民
健
康
保
険
料
の
緩
和
措
置

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
導
入

に
と
も
な
い
、
次
の
２
つ
の
条
件

彦根市農業委員会委員

一般選挙

　任期満了による彦根市農業委員会委員一

般選挙が、次のとおり行われます。

告　示　日　　　　６月２９日㈰

投　票　日　　　　７月　６日㈰

立候補届出締切日　６月２９日㈰

選挙すべき委員定数　　　２７人

※立候補予定者説明会を次のとおり行いま

す。関係者は出席してください。

日　時　６月７日㈯　14：00 〜

場　所　南地区公民館（甘呂町）

問い合わせ先　 選挙管理委員会事務局

　Ü ☎30-6131、FAX23-4551


